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国
の
生
活
保
護
受
給
者
は
、

２
０
１
３
年
現
在
で
２
１
５

万
人
に
な
り
、
過
去
最
高
を
更

新
し
続
け
て
い
ま
す
が
、
本
来

受
け
ら
れ
る
人
の
２
割
し
か

受
け
て
い
ま
せ
ん
。 

増
加
の
原
因
は
、
高
齢
者
へ

の
社
会
保
障
改
悪
と
年
金
引

き
下
げ
、
非
正
規
や
派
遣
労
働

な
ど
に
よ
る
収
入
減
と
リ
ス

ト
ラ
な
ど
で
す
。 

安
倍
政
権
は
、
生
活
保
護
費

を
最
大
で
１０
％
を
３
年
間
で

段
階
的
に
引
き
下
げ
す
る
と

決
定
し
て
い
ま
す
。「
物
価
下

落
」
「
最
低
賃
金
と
逆
転
現

象
」
で
あ
る
こ
と
を
口
実
に

し
て
い
ま
す
が
、
デ
フ
レ
現

象
は
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
Ｉ
Ｔ

機
器
や
家
電
品
で
起
き
て
い

る
だ
け
で
、
生
活
用
品
は
「
物

価
上
昇
」
で
す
。 

生
活
保
護
費
は
憲
法
２５
条

の
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
有
す
る
」
を

具
体
化
し
た
も
の
で
す
。
今
、

生
活
保
護
費
以
下
の
低
い
賃

金
で
働
い
た
り
、
低
い
年
金

で
生
活
し
て
い
る
現
状
が
問

題
で
あ
り
、政
府
の
責
任
で
改

善
す
べ
き
で
す
。 

働
き
た
く
て
も
働
く
場
が

な
か
っ
た
り
、
病
気
で
働
け
な

い
実
態
な
ど
は
知
ら
せ
ず
、わ

ず
か
２
％
の
不
正
受
給
を
声

高
に
叫
ぶ
の
は
、保
護
費
削
減

が
目
的
に
思
え
ま
す
。 

 

削
減
す
る
前
に
貧
困
か
ら

抜
け
出
せ
る
仕
組
み
を
ま
ず

確
立
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。 

 

年金切り下げ 
介護保険の値上げ 
収入なし。どうにか
して！ 

 

一
月
に
救
急
車
か
ら
病
院

へ
の
受
け
入
れ
要
請
に
応
え

ら
れ
ず
、
３６
回
断
ら
れ
て
患

者
が
亡
く
な
る
と
い
う
事
件

が
発
生
。
三
月
に
マ
ス
コ
ミ
が

一
斉
に
報
道
し
て
話
題
に
な

り
ま
し
た
が
、
同
様
の
事
件
は

以
前
も
あ
り
、
消
防
議
会
な
ど

で
日
本
共
産
党
は
再
三
と
り

上
げ
、
対
策
強
化
を
求
め
て
き

ま
し
た
。 

 

昨
年
一
年
間
の
久
喜
消
防

管
内
で
の
救
急
出
動
は
８
０

２
１
回
。
救
急
は
一
刻
一
秒
を

争
う
仕
事
で
す
。
迅
速
な
搬
送

と
適
切
な
処
置
は
、
患
者
の
生

存
率
ア
ッ
プ
と
そ
の
後
の
社
会

復
帰
率
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

日
本
共
産
党
は
次
の
課
題
を

提
案
し
て
い
ま
す
。 

①
医
師
・
看
護
師
を
増
や
す
。 

②
夜
間
休
日
の
体
制
を
強
化
す

る
。 

③
救
急
医
療
管
制
シ
ス
テ
ム

（
注
）
導
入
で
搬
入
時
間
の
短 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

縮
を
図
る
。 

④
救
命
救
急
士
を
増
員
す
る
。 

⑤
救
急
車
に
医
師
が
同
乗
す

る
体
制
を
め
ざ
す
。 

（
注
）
「
救
急
医
療
管
制
シ
ス
テ

ム
」
は
県
内
の
全
医
療
機
関
の
受

け
入
れ
可
能
情
報
が
、
救
急
車
の

中
で
瞬
時
に
わ
か
る
仕
組
み
で

す
。 

 

東
日
本
大
震
災
か
ら
３
年

目
を
迎
え
ま
す
が
、
久
喜
市

南
栗
橋
地
域
は
い
ま
だ
に
液

状
化
の
不
安
か
ら
抜
け
出
し

て
い
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
中
「
東

日
本
大
震
災
に
伴
う
液
状
化

対
策
事
業
の
宅
地
部
分
に
対

し
国
の
支
援
を
求
め
る
意
見

書
」
が
全
会
派
一
致
で
可
決

さ
れ
ま
し
た
。 

意
見
書
の
内
容
は
、
南
栗

橋
復
興
に
む
け
、
再
液
状
化

の
発
生
を
抑
制
す
る
た
め
、

道
路
な
ど
の
「
公
共
施
設
」

と
「
隣
接
す
る
住
宅
地
等
」

と
の
一
体
的
な
地
盤
改
良
事

業
を
今
後
実
施
す

る
際
、
土
地
所
有

者
に
多
大
な
負
担

が
か
か
る
こ
と
か
ら
、
宅
地

部
分
の
費
用
に
つ
い
て
国
の

支
援
を
求
め
る
も
の
で
す
。 

日
本
共
産
党
は
意
見
書
可

決
に
向
け
、
全
会
派
か
ら
提

出
と
な
る
よ
う
各
会
派
に
賛

同
を
呼
び
か
け
力
を
尽
く
し

ま
し
た
。 

被
災
者
の
皆
さ
ん
が
一
日

も
早
く
元
の
生
活
に
戻
れ
る

こ
と
を
願
う
と
同
時
に
、
南

栗
橋
の
復
興
は
久
喜
市
全
体

の
発
展
に
と
っ
て
も
欠
か
せ

な
い
も
の
で
す
。
今
後
も
被

災
者
の
皆
さ
ん
と
共
に
全
力

を
つ
く
し
ま
す
。 

 

 

 


